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0 名

●所 在

0 収 容 台 数  自 転車

事 業  費

供用開始日

京都市近鉄十条駅 自転草等駐車場

京都市南区西九条西柳ノ内町91番地

(近鉄十条駅北側の高架下)

称

地

造

備

構

設

310台

原動横付 自転車  40台

軽量鉄骨平屋建

自動ゲー トシステム,自 動料金精算機

機械式 2段 ラック

約 6千 万円

平成 15年 4月 1日

０

０

　

０

０

|   | |   | |    |

自転車歩行者道

口
里

回
付降

近鉄十条駅

西堀川通

t二=■ |十■■十■=

■ |  ‐
 |  | | | |   ′

京 」コ ノ
~ | . :

十■|■|■■■■■■|■■■■■■■ⅢⅢ■■|■■■|■■■■■■|■||■|

自動料金精算機
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1 1日 入出庫ゲー トの発券機の赤いボタン

r    を 押してください。 (定期券利用の
方は定期券を挿入)

2口 券を抜き取つてください。
(定期券の方は定期券)
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自転革又は原動機付 自転車を押 して速や
かに通過 してください。
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1.自 転車は空いている上段 ・下段ラッ

クに駐車 してください。

2.原 動機付 自転車は専用コーナーにllB
序よく駐車 してください。

3」 施錠は必ず各自で行つてください。
(原動機付自転車のヘルメットの保

管も各自で行ってください。)

機械式 2段 ラック

自転車コーナー

原付コーナー



営業時間 午前 5時 から翌日午前 1時 まで

利用料金 一時利用    1日 1
(午前 1時を過ぎると1日 1

定期利用    1箇 月

回      2 5 0 円
回分が加算されます)

4, 50 0円

共通プ リベイ ド (額面 3, 000円 分 )   2,'700円

※定期券の発売は毎月 25日 から 10日 間 (土 。日を含む)午 後 4時 から午後 9時 まで

同自転車等駐車場内 (管理室)で 行います。

なお平成 15年 4月分については3月 30日 (30日 は午前 10時 から午後 4時 )か ら

受付を行いますので,く わしくは,下 記までお問い合わせください。

自転車等を駐車される方は,次 の事項を守って下さい。

・自転車等の入庫及び出庫は,共 用の入出庫ゲートをご利用ください。
・駐車場内では下車し,安 全に通行してください。
・所定のラック (または所定場所)に 駐車し,各 自で施錠してください。
・駐車場内に発火性,引 火性の物質等危険物の持ち込みはできません。
・駐車場の管理に支障あると思われるときは,駐 車をお断りすることがあります。
・駐車券は,紛 失, き損,汚 損,折 り曲げ等をしないようにご注意ください③
・駐車場内での事故,盗 難等については責任を負いません③
・その他の事項については,規 則の定めに従ってください。

位 置  図

九柔車庫

自転車コーナーについては,競 輪公益資金の補助制度を活用 し,

財団法人日本自転車普及協会と共同で設置 したものです。

管理者 (財)京都市駐車場公社 TEL 075-361-7431

京都市建設局街路部立体交差課

同じです あ なたとわたしの 大 切さ
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一時末U用    1日 1回       1 5 0円
(午前 1時を過ぎると1日 1回分がカロ算されます)

定期利用    1箇 月一般   2,
1箇月学生   2,

[お問合せは]

平成 15年 3月  京 都市印刷物第 141074号


